
７月 1 日開催のじょいつる市場出店案内 

（開催時間 1４：00～1９：00） 

 

 

【開催概要】 

じょいつる市場は、“まちににぎわいを”“みんながつるを楽しむ”をコンセプトに、出店者をはじめとす

る参加者自らがつくりあげるイベントです。 
 

【主催】 

  じょいつる市場実行委員会 

 

【出店募集について】 

◆出店対象 

  じょいつる市場の開催目的等に共感し、責任能力を保有すると認められる都留市または都留市周辺のグル

ープ・個人事業者・法人等を対象とします。ただし、フリーマーケットなど、個人で使い古したものや丌用

品を売る出店は対象外となります。 

  なお、飲食（現地調理）につきましては、都留市内のグループ、個人事業者、法人等に限ります。 

  ※飲食（現地調理）を出店する事業者・グループは、あらかじめ事務局にご相談ください。 

    ≪出店できるものの例≫ 

    ・飲食（現地調理）    ・飲食（自社内製造）   ・酒類、ソフトドリンク等 

 ・地場の農林産物     ・手づくり雑貨、クラフト等（伝統工芸品等を含む） 

  ・手づくり日用品、衣料品 ・雑貨等手づくり体験   ・こだわりで仕入れた雑貨 

  ・雑貨等の創作実演    ・マッサージ、整体    ・エステ、ヨガ 

◆出店数 

  募集に対する申込状況や会場容量等により、出店数を決定します。 

◆募集方法 

  市広報、インターネット（SNS 含む）、市産業課窓口などで募集情報を発信し、広く募集します。なお、

出店希望者が多い場合は、抽選等により決定します。申し込み締め切りは、６月１２日（月）までです。 

 

【料金について】 

  出店料金につきましては、出展内容や出店区画の大きさ、出店団体によって料金が異なります。 

①調理を伴う出店 区画３ｍ×３ｍの場合 ： 4,300 円（道路使用手数料を含む） 

  ②調理を伴わない出店 区画３ｍ×３ｍの場合 ： 2,000 円 

  ③調理を伴わない出店 区画 1.5ｍ×3ｍの場合 : 2,000 円 

  ④市内大学・短期大学に所属するサークル団体等による出店の場合 ： 上記①②③に関わらず 1,000 円 

  ※調理を伴う出店については、出店場所が道路上になることから、県道申請手数料がかかることから料金

が高くなっております。 

  ※上記の料金は、出店場所代のみの料金です。 

  ※区画 1.5ｍ×3ｍの出店につきましては、事務局より３ｍ×３ｍのテントを支給いたします。出店は、

３ｍ×３ｍテントを 2 店舗でシェアして入っていただくことになります。 

なお、出店者の都合により出店をキャンセルした場合、出店料金をキャンセル料としていただきます。（支



払方法については、別途提示します。） 

 
 

【出店申込について】 

◆出店までの流れ 

  １．出店申込み   ※申込書と必要書類を、じょいつる市場実行委員会事務局にご提出ください。 

  ２．出店者の決定  ※決定後、申込者にご連絡いたします。 

  ３．当日設営作業  ※出店者の皆様にご協力いただいて、会場設営します。各自のブース設営の手が空いた

方は、本部テントにて設営にご協力ください。 

４．受付、出店料の支払い ※当日、出店者テントへ実行委員会が伺いますので、出店料をお支払いくださ

い。引換えに、出店許可証をお渡しします。 

  ５．出店      ※各団体でテント設営等出店の準備をし、午後２時に販売を開始します。 

  ６．片付け     ※出店者の皆様全員で周辺清掃や会場の撤収をしますので、1９：05 に本部テントに

お集まりください（各出店団体から１名）。 

             主な片付け内容：テーブルやイスの片付け、ゴミ拾い、トイレ、流し掃除 など 

              

◆片付け及び前日・当日準備について 

  １．片付けについて 

   じょいつる市場終了後、出店者の皆さま全員一緒に片付けを実施したいと思います。１０分程度の予定で

すので、お忙しいところ恐れ入りますが、各出店団体から１名お手伝いいただけますようよろしくお願い

いたします。 

       1９：05 本部テント集合（片付け内容説明） 

搬出入者が入れるよう、全員で片付け実施 

      1９：20 各出店テントの片付けへ 

片付け終了後、随時搬出入者を入れることができます 

  ２．前日・当日準備について（任意） 

じょいつる市場実行委員会では、マルシェ前日（６/３０）とマルシェ当日（７/１）に、会場等の準備を

お手伝いいただける方を募集しています。主な作業内容は以下の通りです。 

・前日の準備内容 

出店テント位置のテープ貼り（ばみり）、交通規制看板や案内看板の用意及び配置、出店スペース及び

駐車場の確保（コーンの設置） など 

・当日の準備内容 

本部テント設置、看板設置、テーブル・イス設置、搬入車等誘導、トイレの準備 など 

    お手伝いいただく内容は、上記のすべてではなく、一部でも構いません。お手伝いいただける方は申込書

に記入の欄を設けましたのでご記入をよろしくお願いいたします。   

      

◆出店申込み方法 

以下の書類に必要事項を記入の上、指定の締切日までに実行委員会事務局までお申込みください。なお、

お申込みの方法は、郵送、メール、持込のいずれかとさせていただきます。 

    （１）「じょいつる市場」出店申込書  

    （２）出店に必要な各種免許等の写し 

    （３）暴力団関不のない旨の契約書兼承諾書 



    （４）キッチンカーによる出店の場合は、車検証のコピー 

◆暴力団関不のない旨の誓約書件承諾書について 

じょいつる市場実行委員会では、暴力団による丌当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）に則り、暴力団員、または過去５年間暴力団員等に関不のあるものに一切関係のないことを表明いただ

きます。また、これに関する関係官庁への調査、照会に対してご承諾いただきます。 

 

【会場について】 

◆出店区画と配置 

   １区画 ３ｍ×３ｍ あるいは 1.5ｍ×3ｍ の出店とします。 

1.5ｍ×3ｍ の出店は、３ｍ×３ｍテントを 2 店舗でシェアして入っていただくことになります。 
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なお、配置につきましては、実行委員会よりお知らせします。 

   また、車での出店を希望される場合は、あらかじめ事務局にご相談ください。 

◆備品について 

  ・原則、備品の貸し出しは行いません。それぞれの出店に必要となる機材については、それぞれご用意く

ださい。ただし、区画 1.5ｍ×3ｍの出店者につきましては、テントのみ事務局でご用意いたします。

それ以外で、テントの借用を強く希望する方は事務局にご相談ください。 

  ・テント、テーブル、イス以外の備品の持ち込みについては、あらかじめ出店申請書にご記入ください。 

◆電気の使用について 

会場に電気の用意はありません。必要な場合は、各自発電機等を用意してください。また、発電機等を

持ち込む場合は、申請書にその旨を記入してください。 

◆火器の使用について 

  ・火器を使用する出店者につきましては、各自、消火器（小型のものでも可）を必ずご用意ください。 

  ・火器設置の際は、以下の点にお気を付け下さい。出店当日、消防署の検査が入ります。 

    （１）火気使用器具は、引火性のある物品から 15 ㎝以上離して設置し、常に周囲の整理を心掛けて

ください。 

    （２）地震等により、安易に転倒しないように設置してください。 

    （３）ホースは適切な長さで使用し、接続部分をホースバンド等で締め付けてください。 

    （４）ガスボンベの転倒がないよう、必ず固定してください。  

3ｍ×3ｍの出店の場合 1.5ｍ×3ｍの出店の場合 

3ｍ 

3ｍ 

3ｍ 

1.5ｍ 1.5ｍ 

1店舗 1店舗 1店舗 

正面 正面 



【タイムスケジュール】 

１２時３０分 車両通行止め開始 

  １２時４０分 出店区間の確認 

         商品搬入（搬出入許可証のある車のみ） 

         会場設営 ※参加者全員で 

 1４時００分 じょいつる市場 開始 

  １９時００分 じょいつる市場終了 

  １９時０5分 本部テント集合（各出展団体から１名） 

         テーブル・イス等撤収作業、周辺掃除 

  １９時 20 分  各出店者ブース片付け 

         商品搬出（搬出入許可証のある車のみ） 

  ２０時００分 車両通行止め解除 

 

【共同準備、片付けについて】 

じょいつる市場は、出店者全員の協力のもと運営されています。出店者の皆様には、設営、運営、撤収

等の作業にご協力をお願いします。出店準備が終了し次第、テーブルやイスの準備など会場設営にご協力

ください。また、出店終了後につきましても、会場撤去にご協力お願いいたします。 

 

【販売について】 

◆販売責任について 

  ・商品、現金の管理は、出店者各自の責任にて管理してください。 

  ・販売価格の表示を明確に行い、法令等に基づく各種所定の表示を厳守してください。 

◆飲食店の衛生管理、食品の販売について 

  ・加工食品の販売や会場での調理には、保健所の許可が必要な場合があります。 

各出店者の責任において、各種法令を確認の上、必要な場合には必ず取得してください。 

  ・飲食物を出店する際には、あらかじめ、保健所に対して「イベント等における食品の取扱い相談書」を

提出し、指導を受けなければなりません。出店申込書に加え、以下の書類を提出してください。 

     （１）提供食品の概要書（飲食様式１） 

     （２）テント内平面図（飲食様式２） 

  ・申請書類の提出期限を守らない場合は、出店をお断りする場合もございます。    

  ・帽子やエプロン・手袋等の着用や、手洗い・消毒の徹底など、衛生面には最新の注意を払ってください。 

  ・会場内において、保健衛生に関する指示があった場合には、必ず従ってください。 

  ・万が一、飲食販売行為に関連して、事故や苦情が発生した場合、関連するすべての賠償責任を負ってい

ただきます。 

 

【雨天時について】 

基本的に、雨天の場合もイベントを開催いたします。 

台風等の荒天が予想される場合、前日までに実行委員会で判断し、イベントを中止する場合もございます。

この場合、すでにいただいている出店料を返金いたします。 

 
 
 
 
 



 
 

【守っていただく事項】 

 開催時、以下の事項を守らない場合、退場いただくことがあります。また、以後のマルシェ出店をお断りさ

せていただくことがあります。 

  ・食品衛生に関する保健所、事務局の指示を守ること。 

・路上に汁物や汚水などを流さないこと。また、排水溝等に油類や固形物、残飯等を絶対に捨てないこと。 

  ・営業中に飲酒をしないこと。 

  ・指定の場所以外で喫煙をしないこと。 

  ・交通規制に伴う事務局の指示に従うこと。 

  ・駐車場は、必ず決められた場所に駐車すること。 

  ・他出店者やお客様、近隣に住む方々に迷惑をかけないこと。 

  ・申請と同じ販売内容であること。 

  ・貸出備品等を丁寧に扱い、破損した場合は事務局に届け出ること。 

  ・道路や敷地内に付着した汚れは清掃し、きれいにすること。 

  ・必ずゴミ袋を持参し、会場で出たごみを持ち帰ること。また、できる限りゴミを出さないように工夫す

ること。 

  ・その他、事務局や係員の指示に従うこと。 

 ※上記の点を守っているか、出店料をいただく際に確認させていただきます。 

 ※過失内容により、相応の費用弁済をいただく場合もあります。 

 


